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発刊によせて 

 

周囲を海に囲まれた我が国において、港湾は海上輸送と陸上輸送の結節点として国民

生活や社会経済を支える重要な社会基盤です。また、洋上風力発電の導入等、港湾やそ

の周辺水域が担う役割に高い期待が寄せられています。 

作業船は、港湾施設、洋上風力発電施設等の建設、改良、維持や災害発生時における

復旧作業に不可欠な存在です。 

他方、作業船が従事する海上工事では、気象、海象の影響など、一般的な陸上工事に

比べて非常に厳しい施工条件が課されていることに加え、乗組員は陸上から隔絶された特

殊な環境下で勤務することが求められます。 

本格的な人口減少社会の到来と、女性の活躍やワークライフバランスの社会全体への

浸透を背景として、海上工事の「担い手の育成・確保」や「働き方改革」が喫緊の課題とされ

る中で、港湾建設関係団体自らが、本ガイドラインを策定されたことは、大変意義深いこと

です。 

港湾建設関係団体及び各会員企業の皆様において、このガイドラインが適切に運用さ

れ、作業船乗組員一人一人の就労環境が着実に改善されることを期待します。 

 

国土交通省港湾局長 

堀田 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

はじめに 

 
 

近年、建設工事従事者の長時間労働の常態化や、若手入職者の減少等による労働力

不足が大きな問題となっている他、2024 年 4 月には改正労働基準法に基づく罰則付き時

間外労働の上限規制が建設業にも適用されるなど、建設業を取り巻く事業環境が大きく変

化しています。これらの環境の変化に的確に対応し、将来にわたって担い手を確保・育成し

ていくためには、計画的な休日取得や長時間労働の防止等の労働環境の改善による働き

方改革を強力に推進する必要があります。 

これを踏まえ、（一社）日本埋立浚渫協会、日本港湾空港建設協会連合会、（一社）日本

海上起重技術協会、全国浚渫業協会及び（一社）日本潜水協会（以下「港湾建設関係団体」

といいます。）では、気象・海象条件の影響を受けやすいという港湾工事の特性を踏まえた

働き方改革を実現するため、様々な課題の解決に向けて連携しながら取り組んでいます。 

今般、これらの取組の一環として、作業船を遠隔地（乗組員の生活拠点から離れた海域）

に回航して作業を行う場合における乗組員の宿泊実態について各団体の会員企業に対し

てアンケート調査等を行った結果、本来は陸上において宿泊することが望ましいものの、実

際には工事施工箇所の事情や保船管理のため、多くの作業船において船内宿泊とせざる

を得ない状況であることが明らかになりました。（【参考 1.3】参照） 

船内宿泊であっても、良好な居住環境であれば乗組員の適切な休憩・休息を確保するこ

とが可能ですが、非自航式の作業船（以下「非自航船」といいます。）の居住設備について

は、原則として建設業附属寄宿舎規程の適用を受けるものの、非自航船の性質を踏まえ

た対応が必要なものもあります。 

このため、港湾建設関係団体においては、各団体の会員企業に対するアンケートの結

果や、労働基準法に基づく寄宿舎に係る規定及び自航式の作業船が適用を受ける船舶安

全法に基づく船舶設備に係る規定等を踏まえて、非自航船において居住設備を設置する

にあたって留意すべき事項をガイドラインとして策定することと致しました。 

本ガイドラインが作業船乗組員の労働環境の改善の一助となることを祈念いたします。 

 

（一社）日本埋立浚渫協会 

日本港湾空港建設協会連合会 

（一社）日本海上起重技術協会 

全国浚渫業協会 

（一社）日本潜水協会 
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１．通 則 
港 湾 工 事 で使 用 される作 業 船 は船 団 を組 んで作 業 することが多 く、適 用 法 令

の違 う作 業 船 （ 自 航 船 、非 自 航 船 ） と労 働 者 （ 船 員 、非 船 員 ） が混 在 する職 場 と

なっています。これらの作 業 船 乗 組 員 は、作 業 船 内 の施 設 において休 憩 ・ 休 息

をとり、労 働 時 間 外 でも工 事 施 工 箇 所 や係 留 場 所 での保 船 管 理 のために、作

業 船 内 の施 設 で宿 泊 せざるを得 ない場 合 があるなど、職 住 一 体 の特 殊 な就 労

環 境 となることが多 いのが実 情 です。 

 

本 ガイドラインは、「 働 き方 改 革 」 を推 進 する上 で、作 業 船 乗 組 員 の作 業 環 境

（ 主 に住 環 境 ） の整 備 や安 全 対 策 を明 確 化 する必 要 があると考 え、特 に宿 泊 に

ついては陸 上 での宿 泊 を基 本 としつつ、その上 で船 内 宿 泊 が必 要 な場 合 におい

て、関 係 法 令 の規 定 を参 考 に、非 自 航 船 である作 業 船 内 での休 憩 ・ 休 息 環 境

を整 備 し、「 担 い手 確 保 」 を進 めることを目 的 として、新 たに居 住 設 備 の指 針 を

策 定 したものです。 

 
２．関係法令 

作 業 船 上 で働 く労 働 者 は、「 船 員 」 と「 非 船 員 」 に分 類 されますが、労 働 条

件 ・ 災 害 補 償 ・ 安 全 確 保 等 において、「 船 員 」 は船 員 法 を中 心 とした法 体 系 が適

用 される労 働 者 であり、「 非 船 員 」 は労 働 基 準 法 を中 心 とした法 体 系 が適 用 され

る労 働 者 です。 

また、港 湾 工 事 では作 業 船 団 を組 んで行 なわれています。個 々の作 業 船 の設

備 関 係 については、海 上 法 規 である船 舶 安 全 法 等 体 系 の適 用 を受 ける自 航 船

(推 進 器 を有 する船 舶 )と適 用 を受 けない非 自 航 船 (推 進 器 を有 しない、押 船 や

引 船 で移 動 する船 舶 ） があります。（ 【 参 考 1.1】 参 照 ）  

非 自 航 船 は、労 働 基 準 法 等 の適 用 を受 けつつ、居 住 ・ 衛 生 設 備 や消 防 設 備

等 において自 航 船 の適 用 法 令 （ 船 舶 設 備 規 程 等 ） を参 照 して建 造 されています。 

なお、港 湾 工 事 で使 用 する主 作 業 船 1の約 98％ は「 非 自 航 船 」 です。 

 

 

表 2.1 作 業 船 に関 する法 令 の概 要  

 労 務 管 理 上 の労 働 条 件  船 内 居 住 設 備 規 制  

適 用 法 規  時 間 外 労 働 の条 件 適 用 法 規  今 後 の改 定 方 針  

非 自 航 船  船 員 2 船 員 法  協 定 書 提 出  建 設 業 附 属 寄 宿 舎 規 程

（ 但 し、作 業 船 にそぐわな

い規 定 については実 態 上

船 舶 設 備 規 程 を参 考 とし

て整 備 ） 3 

本 ガイドラインを適 用  

非 船 員  労 働 基 準 法  36 協 定 書 提 出  

 

 

 
1 主作業船とは、ポンプ式浚渫船、機械式浚渫船、揚土船、揚重作業船、築造作業船、地盤改良船を示す。 
2 船員とは、船員手帳を所持し、船員保険の適用となっている者を示す。 
3 自航船は船舶設備規程が適用されるが、乗船する非船員については明確な規定がない。（【参考 1.2】参照） 
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３．本ガイドラインの考え方について 
１ ） 建 設 業 に従 事 する労 働 者 の居 住 環 境 に係 る要 件 を定 めた法 令 として、労

働 基 準 法 に基 づく建 設 業 附 属 寄 宿 舎 規 程 がありますが、これは陸 上 におけ

る一 般 的 な寄 宿 舎 （ 土 地 に定 着 した工 作 物 としての建 物 ） を想 定 して定 めら

れたものであり、非 自 航 船 内 の居 住 施 設 のように海 上 に設 置 されるケース

は極 めて特 殊 なものであると考 えられることから、そのまま適 用 することが物

理 的 に困 難 な規 定 も存 在 します。 

一 方 、非 自 航 船 は船 舶 安 全 法 に基 づく船 舶 設 備 規 程 の適 用 を受 けない

ものの、構 造 的 には自 航 式 の作 業 船 とほぼ同 じであることから、むしろ船 舶

設 備 規 程 を準 用 した方 が望 ましいと考 えられる規 定 も存 在 します。 

このため、本 ガイドラインにおいては、非 自 航 船 の居 住 設 備 について、原

則 として建 設 業 附 属 寄 宿 舎 規 程 の適 用 を受 けるものの、必 要 に応 じて作 業

船 の特 性 を考 慮 し補 足 を加 えた他 、同 規 程 の適 用 が不 可 能 又 は不 適 当 な

事 項 については、船 舶 設 備 規 程 を参 考 とした基 準 を定 めることとしました。 

 

２ ） 非 自 航 船 の船 員 ・ 非 船 員 は、陸 上 宿 泊 を原 則 としますが、やむを得 ず船 内

宿 泊 とする場 合 における、適 正 な居 住 設 備 の水 準 として本 ガイドラインを定

めました。 

 

３ ） 今 後 、非 自 航 船 を新 造 する場 合 や改 造 を行 う場 合 には、本 ガイドラインを参

考 に居 住 環 境 の改 善 を図 って頂 きたいと考 えます。 

 

なお、本ガイドラインについては、今後の作業船乗組員の労働環境改善に向けた各種

取組の進捗や法令改正等の社会情勢の変化に対応し、適時適切に見直し等を行ってい

く予定です。 
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４．策定項目

非 自 航 船 の 居 住 設 備 を 設 置 す る に あ た っ て は 、 原 則 と し て 建 設 業 附 属 寄 宿

舎 規 程 第 6 条 から第 23 条 の 2 の規 定 が適 用 されますが、一 定 の補 足 が必 要

な事 項 や、適 用 することが物 理 的 に困 難 であるため船 舶 設 備 規 程 を準 用 する必

要 があるものについては、以 下 の①～ ⑨の通 りとします。 

・居室の設置場所は、最高航海喫水線の上方に設けること。 

☞ 解 説

建設業附属寄宿舎規程第 6 条から第 9 条は、陸上における一般的な寄宿舎を想定

して定められたものであり、作業船がおかれる環境や建造の実態にそぐわないことか

ら、同項の適用はなじみません。このため、船舶安全法の適用を受ける自航式作業船

の周辺環境を踏まえ、喫水線の規定等が置かれている船舶設備規程を参考として設

置場所の基準を定めることとしました。 

【参考法規】 

・船舶設備規程 第 110 条、建設業附属寄宿舎規程 第 6 条から第 9 条 

・居住区の出入口は、避難を要する場合を考慮して２か所以上に設けること。 

☞ 解 説

居住区の出入口については、建設業附属寄宿舎規程第 10 条第 1 項については適用

されますが、第 2 項に規定されている出入口の戸の形状については、陸上施設における

一般的な扉を前提とした規定であり、防水や防火等に配慮した特殊な扉（ハッチ）として

設置される作業船の出入口にはなじまず、したがって同項の適用はなじみません。 

居住区の階段の構造及び通路の幅については、建設業附属寄宿舎規程第 13 条及び

14 条に定められていますが、陸上における一般的な寄宿舎を想定して定められたもので

ある一方、非自航船は、原則として自航船と同様の思想で設計されており、作業船建造

の実態にそぐわないことから、同項の適用はなじみません。但し、「働き方改革」として作

業環境の改善を図るため、廊下幅は 1.2ｍ以上確保することを奨励します。 

【参考法規】 

・船舶設備規程 第 87 条、 

第 115 条の 5 

・建設業附属寄宿舎規程 第 10 条、 

第 13 条、第 14 条 

① 設置場所① 設置場所

② 居住区出入口等② 居住区出入口等

居住施設居住施設

参考例：居室内出入口

出入口

出入口

1st LEVEL
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・居室の居住 は、一一 について 3.2 2 以上とする。 

また、一室の居住 は 6 以下とする。 

☞ 解 説 

建設業附属寄宿舎規程第 16 条第 1 項第 1 及び第 2 が適用されますが、船舶設

備規程においては居室の居住 は 4.5 と定められていることを踏まえ、「働き方

改革」として作業環境の改善を図るため、居室の居住 は 4.5 以上確保すること

を奨励します。 

なお、同項第 3 については、陸上における一般的な寄宿舎を想定して定められたも

のであり、作業船建造の実態にそぐわないことから、同項の適用はなじみません。 

【参考法規】 

  ・船舶設備規程 第 115 条の 7 の第 2 項 

  ・建設業附属寄宿舎規程 第 16 条第 1 項第 1 から 

第 3  

・居住区の 高さは 22.03 以上とする。 

☞ 解 説

建設業附属寄宿舎規程第 16 条第 1 項第 5 は、陸上における一般的な寄宿舎を想

定して定められたものである一方、非自航船の は船舶設備規程の基準を参考に建

造されており、作業船建造の実態にそぐわないことから、同項の適用はなじみません。 

このため、船舶設備規程第 111 条第 1 項を参考として居住区の の高さを定めるこ

ととしました。 

但し、「働き方改革」として作業環境の改善を図るため、居住区の 高さは 2.1 以

上確保することを奨励します。 

【参考法規】 

 ・船舶設備規程 第 111 条 1 項 

 ・建設業附属寄宿舎規程 第 16 条第 1 項第 5  

 居住区 居住区

 居住 居住 居住 居住

参考例：

参考例：居室
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 ・ 室には、 のための 等を設けること。 

 

☞ 解 説 

建設業附属寄宿舎規程第 16 条第 1 項第 9 及び第 12 は、陸上における一般的

な寄宿舎を想定して定められたものである一方、非自航船は、原則として自航船と同様

の思想で設計されており、作業船建造の実態にそぐわないことから、同項の適用はなじ

みません。このため、 のための 等については船舶設備規程第 115 条の 4 を参考

として のための 等の設置基準を定めることとしました。 

 

【参考法規】 

・船舶設備規程 第 115 条の 4 

・建設業附属寄宿舎規程 第 16 条第 項第 9 、 

第 12  

  

 

 

 

・居室には防 または防 のため、適 な の設備を設けること。 

 

☞ 解 説 

建設業附属寄宿舎規程第 16 条第 項第 15 及び第 16 の適用にあたって、居室

を 居住区全 が 理されている場合は、 に 設備の必要はない

を補足します。 

 

【参考法規】 

・船舶設備規程 第 115 条の 3、3 の 2 

・建設業附属寄宿舎規程 第 16 条第 項第 15  

第 16  

 

 

 

 

 

  

 等 等 

 設 設  

参考例：

参考例： 設



－ － 

・ 用お び のため な水を に備えること。 

 

☞ 解 説 

建設業附属寄宿舎規程第 18 条の適用にあたって、 や 所等に

や ッ な な水を に備える にする を補足します。また、

船 設置の場合は、定 的に水 を 事を奨励します。 

 

 

【 法規】 

・船舶設備規程には特に規定なし（参考 船 働安全規則 第 40 条） 

・建設業附属寄宿舎規程 第 18 条 

 

・ に 用することのできる 場のない場合には、入 のための設備（ 室を ）

を設けること。 

 

☞ 解 説 

建設業附属寄宿舎規程第 19 条の適用にあたって、設ける き 場の を補足します。 

 

【参考法規】 

・船舶設備規程 第 115 条の 17 

・建設業附属寄宿舎規程 第 19 条 

 

 

 

 

 入 設  

 

参考例：

参考例①： 室 参考例②： 室

参考例
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・船 の 設備及び 所は船 及び 区 は居住施設から に 用できる

の適 な場所に設けること。 

☞ 解 説 

建設業附属寄宿舎規程第 20 条及び第 22 条の適用にあたって、「働き方改革」として

作業環境の改善を図るため、 用 や 室、入 設備の設置な を奨励します。 

【参考法規】 

・船舶設備規程 第 115 条の 17 

・建設業附属寄宿舎規程 第 20 条、第 22 条 

 設 等

参考例②： 設

参考例①： 所



 

－ － 

参考 1.1  
 

 

等

 

 

「 船 」 とは、 

船 舶 は 船 舶 以 の 通 で定 める船 舶 に 船

及 び海 びに 備 船 を います。（ 船 法 ） 。 

① 「 海 」 とは船 で 用 される船 以 の で 働 の として

その の を われる  

 「 」 とは、航 海 、 、 、通 、通 等  

 「 」 とは、 以 の海  

 「 備 船 」 とは 船 舶 は 船 舶 以 の 通 で定 める

船 舶 に り ため 用 されている で、船 で 用 されていない  

 

 

1.1.1 作 業 船 における船 、非 船 の区  

 

 

 

 

 

 

 

等

定

項 例

等

等

項 例

所
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港 湾 ・ 空 港 工 事 に従 事 する作 業 船 の乗 組 員 （ 以 下 「 乗 組 員 」 という。） には、

労 働 基 準 法 が適 用 される者 （ 非 船 員 ） の他 、船 員 法 が適 用 される船 員 が含 ま

れますが、船 員 の労 働 時 間 は、船 員 法 においては、１ 日 あたりの所 定 労 働 時

間 ８ 時 間 、労 働 時 間 の上 限 が１ 日 あたり１ ４ 時 間 、１ 週 あたり７ ２ 時 間 とされて

おり、職 住 一 体 という特 殊 な環 境 下 にある作 業 船 内 においては、陸 上 と異 なり、

労 働 時 間 とそれ以 外 の時 間 の線 引 きが難 しい場 合 があります。 

 

船 員 に関 する働 き方 改 革 の実 現 に向 けた取 り組 みについては、国 土 交 通 省

交 通 政 策 審 査 議 会 海 事 分 科 会 船 員 部 会 でその方 向 性 の検 討 が行 われており、

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ４ 日 付 けで公 表 された「 船 員 の働 き方 改 革 の実 現 に向 けて」 に

おいて、「 今 後 、より適 切 な労 務 管 理 を推 進 していくために、陸 上 における労 働

時 間 の考 え方 を参 考 としつつ、ガイドラインの作 成 等 を通 じ、船 員 の「 労 働 時 間 」

の範 囲 の明 確 化 を図 っていくべきである。」 と記 載 されています。 

 

 

2021 年 海事分科会船員部会資料から引用（一部修正） 

 

 

 

 

●は働き方改革関連法による改正事項　　□は現行法令で措置されている事項

勤務時間インター
バル制度の普及促
進

●　終業と始業の間に一定時間の休息（インターバル）の
　　確保。事業主に努力義務

□1日の休息時間は2分割までで、一方を6時間以上

産業医・産業保健
機能の強化

□ 労働者50人以上の事業者に産業医の選任義務
□ 労働者への健康診断、健康相談、面接指導
□ 産業医による事業者への労働者の健康管理等に
   関する勧告
□ 産業医への労働時間に関する情報等の提供

ー
（年１回の身体検査実施機関の指定医制度のみ）

●　労働時間の状況の把握の実行性確保
　　労働者の健康確保措置のため、労働時間の状況の
　　把握方法を労安法で規定

□労働時間等の記録
　　船内記録簿の備付け

●　フレックスタイム制の更なる柔軟化
　　期間を１か月以内→3か月以内

ー

長時間労働の是正

多様で柔軟な働き
方の実現

□一年単位の変形労働時間制（既設）
　労働日の限度：280日
　労働時間：1日10時間、週52時間

●　年次有給休暇の確実な取得
　　有給休暇10日以上の労働者への、５日分、
　　毎年、時季を指定して付与義務

表1.2.2 陸上労働者の主な働き方改革

●　労使協定で定められる時間外労働の上限を新設
　　　原則：月45時間、年360時間
　　　臨時：年720時間
　　　単月100時間、複数月平均80時間（休日労働含む）

●　割増賃金率（月60時間超は50％以上）の中小企業への
　　猶予廃止
（60時間未満は、通常25％、休日35％）

□割増賃金率
　時間外労働30％、補償休日労働40％

□有給休暇の付与
　　連続勤務6か月経過後1年以内に付与義務
　　有給休暇付与前の退職等に対する報酬支払義務

陸上労働者（労働基準法等） 船員（船員法）

□労使協定で定められる時間外労働の上限
　　４週間当たり56時間
□総労働時間の上限
　　1日14時間、週72時間
□基準労働期間
　　外航＆労働協約船1年、沿海不定期船9月　など
□労働時間の例外
　　・人命救助等の作業
　　・防火操練、救命艇操練その他類似作業
　　・航海当直の通常の交代のための作業（日誌等）



 

－ － 

参考 1. 居住設 等  
 

設 等 1.2

設 定

設 居住 設

設 等 設 参考

 

 

の である 海 事 （ ） の居 住 設 備 規 則 （

船 ） は船 舶 設 備 規 程 に則 るとともに、さらに な 様 を規 程 しています。 

 

1.2 適 用 法 規  

 

「 非 自 航 船 」 は、船 舶 安 全 法 の適 用 を受 けない作 業 船 となります。 

設

．

参

参

．

参

参

参

参

参

設 参

．

設

．
設

． 設

．

４． 設

．

設

． 設

． 設

． 住居 設

．

区

設

設

設

設

  

置置

参

設
等

設 設
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【参考 1.3】実態調査結果について 

 

2020 年 度 より作 業 船 に従 事 されている乗 組 員 の就 労 状 況 や居 住 環 境 に関 する

アンケート調 査 を以 下 3 団 体 にて実 施 しました。 

■(一 社 )日 本 埋 立 浚 渫 協 会      12 社  

■(一 社 )日 本 海 上 起 重 技 術 協 会   20 社  

■全 国 浚 渫 業 協 会            21 社    計 53 社   対 象 船 舶 ： 98 隻  

 

本 ガイドラインは、この調 査 結 果 をもとに作 成 しています。 

 

 

１ . 作 業 船 乗 組 員 の勤 務 実 態 調 査 （ 2020 年 度 調 査 ）  

 

 

 

 

  

船　　　　種
①
調査
(隻)

②
船内居住
(隻）

③
その他

②/①
船内宿泊率

対象②
個室確保率

ケーソン製作用台船 7 0 7 0% -

ポンプ浚渫船 6 0 6 0% -

グラブ浚渫船 26 25 1 96% 100%

バックホウ浚渫船 4 3 1 75% 100%

深層混合処理船 6 3 3 50% 0%

起重機船(グラブ、杭打船兼用含む） 30 26 4 87% 88%

空気圧送船 5 4 1 80% 100%

ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞｰ船 3 2 1 67% 50%

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 3 3 0 100% 100%

砂撒船 2 2 0 100% 100%

リクレーマ船 3 2 1 67% 100%

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 3 1 2 33% 100%

全体 98 71 27 72% 90%

・調査船98隻中、71隻が船内居住、27隻が船内居住せずと回答
・船内居住と回答した調査対象船の内、隻数の多いグラブ浚渫船と起重機船については約90％近くとなっている。
　また、ケーソン製作台船とポンプ浚渫船は、船内居住と回答した作業船は0隻である。
・船内居住と回答した調査船の（乗組員）個室確保率は90％である。
　また、休憩室の保有率は66％、風呂・シャワー・トイレ・洗面所・洗濯場などは90％以上保有している。

0

5

10

15

20

25

30

35

FD ポンプ グラブ BH CDM FC 空気 BL SCP 砂撒 R CP

回航先宿泊体制

陸上 船内 船内・陸上

＜凡例＞

FD ：ケーソン製作台船 BL ：バージアンローダー船

ポンプ ：ポンプ浚渫船 SCP ：サンドコンパクション船

グラブ ：グラブ浚渫船 砂撒 ：砂撒船

BH ：バックホウ浚渫船 R ：リクレーマ船

CDM ：深層混合処理船 CP ：コンクリートミキサー船

FC ：起重機船（グラブ、杭打船兼含む）
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２ ． 居 住 設 備 実 態 調 査 （ 2020 年 度 調 査 ）  

 

非 自 航 船 の居 住 区 における居 室 に天 井 高 さと一 人 当 たりの部 屋 面 積 の実 態

調 査 結 果 を示 します。 

  ・ 天 井 高 さ ほとんどの作 業 船 が、2.0m 以 上 である。 

2.1m 以 上 の作 業 船 については、約 7 割 である 

  ・ 部 屋 面 積  ほとんどの作 業 船 が、3.2m2／ 人 以 上 を確 保 している。 

 

 

 

３ ． 船 内 泊 の条 件 （ 2020 年 度 調 査 ）  

 

 乗 組 員 が船 内 泊 をする理 由 について、調 査 結 果 は以 下 の通 りです。 

 

       

0
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天井高（m）

寄宿舎規定 2.1m以上
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平均値 ：2.2m
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乗組員一人当たり部屋面積（m2）

寄宿舎規定 3.2㎡以上 平均値：8.9㎡

3.2㎡
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19

（アンケート：2020年12月実施）
　（一社）日本埋立浚渫協会　18社
　（一社）日本海上起重技術協会　10支部
　        全国浚渫業協会　5地区

手当・居住・福利厚生の負担

その他

【船内宿泊する理由】 （回答数）

入出域・警戒船等の制限時間

施工条件による制限

係留・曳航距離等による課題

通勤・移動時間の負担等

保守管理の課題
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４ ． 寄 宿 舎 規 程 について（ 2021 年 度 調 査 ）  

 

非 自 航 船 における寄 宿 舎 規 程 の取 り組 みについて、調 査 結 果 は以 下 の通 り

です。約 7 割 の会 社 は「 賛 成 」 と回 答 しています。 

 

 
 

 

 

 

賛成意見：69％

どちらともいえない：31％

69%

31%

0%

（非自航船）寄宿舎規程について

賛成 どちらともいえない 反対

どちらとも

いえない

賛成

(一社）日本埋立浚渫協会 12社

(一社）日本海上起重技術協会 20社

全国浚渫業協会 21社
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